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公正取引委員会では、今般の消費税率の引上げに当たり、消費税の円滑かつ適正な転嫁

を確保する観点から、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている消費税の転嫁拒否等の

行為の未然防止のための取組と、転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のための

取組を進めています。以下では、公正取引委員会における取組をご紹介します。 

 

１ 消費税の転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の転嫁拒否等の行為として、事業者間の取引

において、①いったん契約した金額を後になって減額するといった「減額」、②消費税率

引上げ後も、消費税率引上げ前と同じ価格で納品させるといった「買いたたき」、③消費

税の転嫁に応じる代わりに、商品を購入させたり、従業員を派遣させたりするといった

「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」、④本体価格（消費税抜きの価格）で価格交

渉をしたいという売手側からの申出を拒否する「本体価格での交渉の拒否」、⑤公正取引

委員会等に転嫁拒否等の行為を通報したことを理由として、取引を停止したりするなど

の「報復行為」を禁止しています。 

公正取引委員会は、転嫁拒否等の行為に対して、様々な情報収集活動によって把握し

た情報を踏まえ、立入検査等の調査を積極的に実施しており、違反行為が認められた事

業者に対しては転嫁拒否等の行為に係る不利益の回復などの必要な改善指導を迅速に行

っています。平成２６年３月末までの対応実績は表１及び表２のとおりです。 

また、公正取引委員会は、平成２６年４月２３日、消費税転嫁対策特別措置法の規定

に違反する行為（買いたたき）が認められた大規模小売事業者に対して勧告を行い、そ

の旨を公表しました。今後も、重大な転嫁拒否等の行為が認められた場合には勧告・公

表を積極的に行うこととしています。 

 

（表１）転嫁拒否等の行為に対する対応状況 

調査件数 立入検査件数 処理件数 指導件数 

２，０５４件 ８６１件 １，８３３件 １，１９９件 

（大規模小売事業者３６件） 

（注１）公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また、平成２６年３月までの累計（平成

２５年１０月～平成２６年３月）。表２も同様。 

（注２）転嫁拒否等の行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防

止法に基づく中小企業庁の指導を含む。 

 



（表２）指導件数の内訳（行為類型別） 

減額 １件 

買いたたき ９４０件 

役務利用・利益提供の要請 ４５件 

本体価格での交渉の拒否 ２２５件 

合計 １，２１１件 

（注１）買いたたきには、平成２６年３月３１日以前に減額行為があり、同年４月１日以

降に違反のおそれがあるものを含む。 

（注２）事業者の中には、複数の行為を行っている場合があり、表１に記載の件数とは一

致しない。 

 

転嫁拒否等の行為を受けた事業者にとっては、自らその事実を申し出にくい場合もあ

ると考えられることから、転嫁拒否等の行為の被害者からの情報提供を受身的に待つだ

けではなく、転嫁拒否等の行為に関する情報収集を積極的に行うこととしています。 

公正取引委員会は、平成２６年度において、中小企業庁と合同で、①中小企業・小規

模事業者等（商品・役務（サービス）の売手側）全体に対し、取引先事業者（買手側）

から転嫁拒否等の行為を受けていないかを把握するための書面調査を実施するとともに、

②大規模小売事業者及び大企業等（買手側）に対し、取引先事業者（売手側）に対して

転嫁拒否等の行為を行っていないかを把握するための書面調査を実施しています。これ

らの調査票は公正取引委員会及び中小企業庁のＨＰにも掲載していますので、調査への

回答に御協力をお願いします。 

 

２ 消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組 

公正取引委員会では、商工会議所などとも連携しながら、消費税の転嫁拒否等の行為

の未然防止のための広報活動に取り組んでいます。平成２６年度においても、新聞広告

等の各種媒体を活用し、転嫁拒否等の行為に対して公正取引委員会が厳しく監視してい

る旨等の周知や、書面調査の周知も行うこととしています。また、転嫁拒否等の行為に

ついて説明する公正取引委員会主催の説明会を全国各地で実施することとしています。

詳細は、公正取引委員会ＨＰを御覧ください。 

 

公正取引委員会ＨＰ http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/ 「公取 消費税」で検索 

 

※本文中の意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であり、筆者が所属する組織の見解を示すものでは

ございません。 

 


